
75歳以上の方と65歳～74歳で一定の障がいのある方が対象

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）に加入されている方の
うち、保険料を年金からお支払いされている方は、８月が本年
度３期目のお支払い月です。
また、納入通知書又は口座振替によるお支払いをされている

方は、８月３１日が第３期分の納期限となっています。
なお、平成２０年度の保険料のお支払いが、保険料軽減措置

（均等割８・５割軽減、所得割５割軽減）により平成２０年８月の
年金からのお支払いで終わっていた方は、今年度の保険料のお
支払い方法が、以下のとおり年度途中で変わりますので、ご注
意ください。
年金からのお支払いに変わる場合は、特に手続きの必要はありません。

【【昨年度の８月の年金で昨年度の８月の年金で２０２０年度保険料のお支払いが終わった方の今年度保険料のお支払い方法年度保険料のお支払いが終わった方の今年度保険料のお支払い方法】】

※年金の受給額が年額１８万円未満の方、長寿医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金受給
額の１／２を超える方は、１０月以降も納入通知書または口座振替によるお支払いとなります。

● 保険料のお支払い方法を「口座振替」に変更できます

新たに口座振替への変更をご希望される方は、役場（後期高齢者医療）担当窓口へのお申し出の
ほかに、金融機関の窓口に、口座届出印鑑と通帳を持参の上、「口座振替」の手続きをしてください。

※ご注意いただきたいこと

q口座振替へ変更しても、年間の保険料は変わりません。

w既に年金からのお支払いから口座振替への変更手続きをされている方は、改めてお申し出いた

だく必要はありません。

e年金からのお支払いなどから口座振替に変更となる時期は、お申し出の時期により異なります。

r国民健康保険税を口座振替によるお支払いをされていた方も、長寿医療制度へ加入された場合

は、お手数ですが、再度口座振替の手続きが必要となります。

t保険料の支払い額は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。なお、加入者

本人以外の口座からお支払いの場合は、支払われた方の社会保険料控除の対象となります。

●「高額医療・高額介護合算療養費制度」について

同じ世帯の加入者（被保険者）の方全員が、１年間に支払われた医療保険と介護保険の自己
負担額の合計が基準額を超えたときは、その超えた金額を「高額医療・高額介護合算療養費」
として支給します。

区　　　　　分

区分2

通常、毎年８月からその翌年の７月末までの医療保険

と介護保険の自己負担額の合計をもとに計算します。

なお、平成２０年４月から制度が開始されたため、平

成２１年度に限り、平成２０年４月から平成２１年７月末

の１６か月間の合計額で計算することもできます。その

場合の自己負担額の合計の基準額は、（ ）内の金額で

す。
区分1

現役並み所得者：住民税の課税所得が１４５万円以上ある加入者（被保険者）とその方と同じ
世帯にいる加入者（被保険者）の方です。

● 交通事故などにあったとき

◎まずは警察に連絡しましょう
けがの程度が軽くても、必ず警察に連絡し、人身事
故として事故証明書を出してもらいましょう。
◎必ず市町村の窓口にも申請しましょう
保険証、加入者（被保険者）の印鑑、事故証明書を
もって、「第三者行為による被害届」の申請をして
ください。

交通事故など第三者（加害者）の行為によってけがや
病気をしたとき、本来、医療費は加害者が全額負担する
のが原則ですが、損害賠償の都合などにより保険証を使
って治療することができます。かかった医療費は、長寿
医療制度が一時的に立て替えて、後で加害者に請求する
ことになります。

住民税非課税世帯
区分2：世帯全員が住民税非課税である方に適用されます。
区分1：世帯全員が住民税非課税である方のうち次のいずれかに該当する方に適用されます。

・世帯全員が所得０円かつ公的年金受給額８０万円以下の方
・老齢福祉年金を受給されている方

北海道後期高齢者医療広域連合　†０１１－２９０－５６０１

一般

３１万円（４１万円）

６７万円（８９万円）

１９万円（２５万円）

問い合わせ先

住民税非課税世帯

現役並み所得者

５６万円（７５万円）

自己負担額の合計
の基準額

津別町役場保健福祉課　後期高齢者医療担当　y番窓口
†０１５２－７６－２１５１（内線２２８・２２９）

保険料は、長寿医療制度（後期高齢者医療制度）を支える大切な財源です。
納期限内のお支払いへのご協力をよろしくお願いします。


